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特集…電子書籍の未来 

仲俣暁生

「電子書籍元年」 とはなんだったのか？1

「電子書籍」という言葉の起源

　電子デバイス上で従来の「本」のようなコンテン

ツを閲読する仕組みを「電子書籍」と呼ぶ習慣は，

日本ではそれほど長い歴史を持っていない．英語で

は ebook（あるいは e-book）という表現が早くか

ら定着したが，日本では 1990年代においては「電

子ブック（ソニー，1991）」「デジタルブック（NEC，

1993）」「電子本」「電子出版（物）」などの表現が

混在しており，またそれらに比べて「電子書籍」と

いう表現はかならずしも一般的ではなく，むしろ用

例を見つけることが難しいほど少数派だった．

　国立国会図書館のデータベースで図書・記事・論

文を検索すると，この語の用例は 1980年代に 1件，

1994年にもう 1件が見られるが，これらはいずれ

も専門的な論考であり，一般的な読者に向けられて

いない．これらを除くと「電子書籍」の語は 1998

年に歌田明弘が「電子書籍実験は本の未来をひらく

か」という文章を『季刊・本とコンピュータ』誌に

寄せたのが最も古い（実は，この記事を歌田氏に依

頼したのは筆者である）．

　この記事を参照すると，歌田氏が「電子書籍」と

いう言葉を採用した背景として，1998年 7月 1日

に朝日新聞が端末模型の写真入りで報じた「電子

書籍実証実験」があったことが分かる．同年 10月

には「電子書籍コンソーシアム」（http://www.ebj.

gr.jp/に当時の記録あり）が結成され，通産省（当時）

の予算で1999年11月から2000年1月にかけて「ブ

ックオンデマンド総合実証実験」が行われた．

　同コンソーシアムには 100社以上が参加し，そ

の半数程度を出版社が占めた．また総合実証実験で

利用するシステムは，東日本電信電話・NTT-ME情

報流通（NTT-X．当時），シャープ ，日立製作所が

提供し，「最新テクノロジーを駆使して完成」と謳

われた．当初は通信衛星を介してコンテンツの流通

が検討されたが，最終的に書店の店頭に設けた「電

子書籍自動販売機」（情報キオスク）で販売される

ことになり，読書端末は発表時の模型にあったよ

うな「見開き」型ではなく，モノクロ液晶ディス

プレイを採用したシャープ製の端末が採用された． 

　いまこの 14年前の実証実験を改めて振り返るの

は，現在に至る日本での「電子書籍」論議の混乱の

もとが，すべてここにあるからだ．すなわち，日本

で（主にマスコミが）「電子書籍」と呼ぶ場合，それ

らには，（1） 官庁主導，（2） ハードメーカと通信キャ

リアと出版社の共同プロジェクト，（3） 作者と読者

の視点の不在，といった要素があり，それ以外の「電

子デバイス上で従来の『本』のようなコンテンツを

閲読する仕組み」を排除してしまうのである．

　以下，この視点から現在に至る「電子書籍」の流

れを追ってみたい．

最初の「電子書籍元年」の不発と海外 
での展開

　新聞や雑誌，ネットメディアに「電子書籍元年」

の言葉が最初に踊ったのは，2004年のことである．

「電子書籍コンソーシアム」は直接的には事業会社

を生まなかったが，この実験を契機にいくつかのビ

ジネスが立ち上がった．

　2003年には，同コンソーシアムと近い顔ぶれによ

る任意団体「電子書籍ビジネスコンソーシアム」が
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誕生．ハードメーカによる「電子書籍」端末としては

2004年に松下電器産業（当時）が発売した「シグマ

ブック」（東芝からもOEMにて発売） とソニーが発売

した「リブリエ」が挙げられる．またコンテンツ提供

側では，現在も電子書籍事業を継続しているイーブ

ックイニシアティブジャパンや，現在は事業形態を大

きく変えているパブリッシングリンクなどである．

　シグマブックは「記憶型液晶」，リブリエは「電

子ペーパー（電子インク）」をそれぞれ表示画面に

採用し，マンガや小説のコンテンツをインターネッ

ト経由で提供するサービスと組み合わせて発売した．

しかし，ソニーは「リブリエ」の製造を 2007年で

打ち切り，コンテンツの発売も 2008年いっぱいで

終了した．松下は「シグマブック」の後継機種とし

てカラー液晶を搭載した「ワーズギア」を発売した

ものの，2008年にはやはり生産を終了している．

　このように日本では最初の「電子書籍元年」は不

発に終わったのだが，実際には別のかたちで「電子

的な出版物」の隆盛が起きていた．それはケータイ

小説であり，ケータイで読むマンガコンテンツであ

る．これらは先に挙げた「電子書籍」の定義に照ら

せば，（1）と（3）において明らかに正反対の性質

を持つ．実際，現在（2011年の推計）においても，

日本の「電子書籍市場」の大半はいまだにこの「ケ

ータイで読む」コンテンツである．

　他方，アメリカでは日本での失敗を横目に米国ソ

ニーが 2006年 9月に「リブリエ」と同様の電子ペ

ーパー画面を採用した「Sony Reader」を発売，あ

わせて Reader Storeでコンテンツの提供を始めた．

この動きを見てアマゾンも 2007年 11月に電子ペ

ーパー画面を採用した初代の「Kindle」を発売．ネ

ット書店で紙の本とあわせて Kindle版の提供を開

始した．この両者も，先の定義に照らすと（1）（2）

のいずれでもない，民間主導かつ「垂直統合」モデ

ルであり，日本における「電子書籍」ビジネスのあ

り方とは対極をなす．

　「電子書籍」は，日本のケータイ向けコンテンツ

ともアメリカの ebookビジネスとも異なる考え方

に基づいた，きわめて特殊な「電子デバイス上で従

来の『本』のようなコンテンツを閲読する仕組み」

と言っていい．

あいつぐ「黒船」襲来

　こうして 2000年代の後半にかけて，日本とア

メリカではまったく別のかたちで「電子書籍」と

「ebook」と「ケータイ向けコンテンツ」のビジネ

スが推移していった．そこに持ち上がったのが，思

いがけないプレイヤによる日本の出版界への衝撃だ

った．それはグーグルである．

　グーグルは 1998年の創業当初から，インターネ

ット上の検索対象として紙の本のコンテンツを含め

る野望を抱いており，そのためのプロジェクトを進

めていた．それはまず，著作権保護期間切れの本や，

大学図書館の蔵書を電子化する「図書館プロジェク

ト」として始まり，さらにその対象を孤児本（著作

権者が不明な本）や絶版本（著作権は存続している

が市場から消えた本）にまで広げようとしていた．

その際，グーグルは著作権者との合意なしに，こう

した本のスキャニングとデータベース化を進めてい

たため，アメリカで著作権者との間で訴訟が起きた．

　この「ブック検索」をめぐるアメリカでの訴訟は

原告とのあいだで和解案がいったん成立した．この

訴訟は集団訴訟であり，アメリカで入手が可能な

すべての本の著作権者が対象になるとされたため，

2009年の春にグーグルは全世界の著作権者に向け

て，この和解案への参加を問う公告をマスコミやネ

ットを通じて発表した．日本の出版界にとってはま

ったく寝耳に水であり，まさに「黒船」襲来だった．

　その後アメリカ本国ではこの和解案が撤回され日

本国内への影響は皆無となったので，複雑な経緯を

ここでは振り返らない．だが，この過程で明らかに

なった事実がある．それは，グーグルを始めとする，

本のコンテンツを電子化して利用しようとする事業

主体に対して，日本の出版社は著者にかわって交渉

する権利を持っていないということだった．

　2009年から 2010年にかけての二度目の「電子

書籍」に向けての動きは，この事実によって，きわ
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めて防御的なものとして始まった．

　グーグルの動きとは直接の関係を持たないが，ア

マゾンは 2007年から 2009年の間に「Kindle」のビ

ジネスを飛躍的に成功させており，2009年 10月に

はアメリカ以外の国（日本を含む）でも利用が可能

な端末「Kindle国際版」の発売を開始した．さらに

アップルがタブレット型端末 iPadを 2010年 1月に

発表（日本発売は 2010年 5月）し，音楽や映像に

おける iTunesのように，本のコンテンツをネット経

由で配信・販売・閲読可能とする iBookというプラ

ットフォームを用意していることも明らかになった．

　こうしてグーグル，アマゾン，アップルといった

アメリカの巨大 IT企業があいついで，「電子書籍ビ

ジネス」を日本でも開始するのではないか，その場

合，出版社はその過程で「中抜き」にされるのでは

ないか，という危惧が日本で一気に高まった．

二度目の「電子書籍元年」の真実

　これらの「黒船」の影に怯えるかのように，

2010年の日本における二度目の「電子書籍元年」

騒動は，以下のような顛末をたどった．

・	2月　大手出版社を中心に「一般社団法人日本電

子書籍出版社協会（電書協，EBPAJ）」が設立（1986

年以来存在する「電子出版協会（JEPA）」とはメ

ンバ構成が大きく異なり，団体名も，「電子書籍」

と名乗っていることに注意）．

・ 同月　丸善と図書館流通センターが，共同株式移

転の方法により共同持株会社「CHIグループ」を設立．

代表取締役社長兼 CEOにカルチュア・コンビニエ

ンス・クラブ（CCC）常務や産業再生機構の執行役

員を歴任した元通産省官僚の小城武彦氏が就任．

・	3月　総務省，文部科学省，経済産業省が設置し

た「デジタル・ネットワーク社会における出版物

の利活用に関する懇談会」の第 1回懇談会が開催．

・	5月　アップルの iPadが日本でも発売開始．各種

の電子書籍が対応アプリとして発売（ただし iBook

のサービスは日本では現在に至るまで開始されず）．

・	7月　グーグルが電子書籍サービス「Google 

Editions」を 2011年前半に開始すると発表（の

ち に Google eBookstore， さ ら に Books on 

Google Playと改称し，2012年 10月に日本での

サービスを開始）．

・ 6月　紀伊國屋書店がスマートフォンやタブレット端

末向けの電子書籍アプリ「Kinoppy」の提供を発表．

・	11月　CCCとシャープが合弁会社を設立し，メディ

アタブレット「GALAPAGOS」と電子ストア「TSUTAYA 

GALAPAGOS」の開設を発表（のちに提携解消）

・	同月　ソニー，凸版印刷，KDDI，朝日新聞社が，

電子書籍配信事業の事業会社「ブックリスタ」を

設立．ソニーは電子書籍専用端末「Reader」の

日本発売と「Reader Store」のサービス開始を発表．

・ 12月　大日本印刷と NTTドコモ，CHIグループ

がハイブリッド型総合書店を運営する共同事業会

社トゥ・ディファクトの設立で合意し，事業子会

社「honto」を設立．

・	同月　角川グループの出版社 10社が参加する

電子書籍ストア「BOOK ☆ WALKER」をはじ

め，「TSUTAYA GALAPAGOS」（CCC，シャープ），

「Reader Store」（ソニー），「LISMO Book Store」

（KDDI）などが相次いでオープン．

　また翌 2011年早々には，二大印刷会社の大日

本印刷と凸版印刷がそれぞれ電子書籍サービス

（honto，BookLive!）を開始し，東芝，富士通，パ

ナソニックも揃って電子書籍端末とコンテンツ配信

サービスへの参入を発表した．

　こうしたなかで，「黒船」騒動の原点だったグー

グルの「ブック検索」和解案が 2011年 3月にニュ

ーヨーク連邦地裁で却下された．結局，グーグルも

アップルも，自身による「電子書籍プラットフォー

ム」を日本で開始することはなかった．また本稿を

執筆している 2012年 9月上旬段階で，アマゾンは

日本での Kindleのサービスをまだ開始していない．

　要するに「電子書籍元年」騒動とは，実際にはま

だアクションを起こしていない「黒船」に対する先

行的防御のため，官庁を旗振り役に，日本の主だっ
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た印刷会社・電機メーカ・通信キャリア・書店・出

版社が揃って横並びで参入するという，きわめて異

様な風景だったと総括できる．

「電子書籍」は日本に定着するか

　その後の経緯は簡潔に紹介したい．まず，これだ

けの態勢を敷いて臨んだ 2011年の電子書籍市場は

629億円にとどまり，2010年の段階（649億円）よ

りも規模が縮小するという結果に終わった．新規プ

ラットフォーム向けの市場は 24億円から 112億円

へと伸びたものの，従来のこの市場の中心だった「ケ

ータイで読むマンガコンテンツ」が，いわゆる「ガ

ラケー」から「スマートフォン」へのシフトによって，

572億円から480億円へと大きく下落したためである． 

　こうしたなか，楽天はカナダの kobo社を 2011年

11月に 236億円で電撃的に買収．楽天はすでにパナ

ソニックやソニーと提携して「Raboo」という電子書

籍サービスを立ち上げていたが，独自路線を歩むこと

を決めた（楽天はのちに「Raboo」のサービスを 2013

年 3月で終了すると発表）．楽天 koboは 2012年 7

月には電子書籍端末「Kobo Touch」を7,980円で発

売し，楽天 koboイーブックストアをオープンさせた．

　EPUB 3という国際標準規格を採用した楽天

koboの動きが，従来の官民一体型「電子書籍」とも，

AZWという独自規格によるアマゾンとも異なる動

きであることには注目すべきである．これまでの国

内規格（シャープの XMDFとボイジャーの .book）

から，国際規格である EPUBへのシフトは，オーサ

リング環境のオープン化ということもあって，コン

テンツの量的・質的拡大に寄与するだろう．すでに

koboではブクログの「パブー」からの EPUBコン

テンツを始め，自己出版（Self Publishing）のコン

テンツが増えている．

　こうした動きに敏感に反応して，アマゾンも

2011年 8月に，公式サイトにて Kindleの「近日発

売」をアナウンスした．すでに日本の書籍市場で最

大の小売りプレイヤであるアマゾンが電子書籍サー

ビスを開始した場合，圧倒的なシェアを獲得するこ

とはまず間違いない．しかしアマゾンも日本でのサ

ービス開始にあたって必要なコンテンツ獲得に苦慮

していると見られる．グーグルも 2012年 10月に

Books on Google Playで日本語書籍の提供を開始

したが，コンテンツは目に見えて不足している．

　こうした動きと時期的には前後するが，「デジタ

ル・ネットワーク社会における出版物の利活用に関

する懇談会」での議論をうけて 2012年 4月には「出

版デジタル機構」が株式会社として設立され，大手

の出版社と印刷会社に加えて，同機構に 150億円の

出資を行った官民ファンドの産業革新機構が株主と

して名を連ねた．電子書籍のコンテンツ数を 100万

タイトル程度まで飛躍的に拡大させるため，出版社

に対してその制作支援を行うことが目的とされてい

る．また同機構と同様のスキームにより，平成 23

年（2011年）第三次補正予算事業として，10億円

の予算規模で 6万点を目的とする「コンテンツ緊急

電子化事業」が先行的に行われている．しかし，国

費によるこの事業でさえタイトル集めに苦慮してお

り，その道のりは遠いと言わざるを得ない．

　こうした意味でも，1998年の「電子書籍コンソ

ーシアム」以来続いてきた「電子書籍」ビジネスの

あり方は，そろそろ根本から見直されるべきである．

その際に鍵となるのは，「作者と読者の視点」であり，

すでに楽天 Kobo向けには作者自身が出版社を兼ね

る「自己出版」の作品が増えている．アマゾンも海

外では KDP（Kindle Direct Publishing）というセ

ルフ・パブリッシングの仕組みを持っており，日本

でのサービス開始にあたっては，当然こちらも同じ

ように導入されると思われる．こうしたボトムアッ

プからの動きを取り込むことができず，新興勢力に

対する防御という役割のままでありつづけるなら，

官庁と大企業連合による「国策」としての「電子書

籍」ビジネスは，これからも失敗しつづけるだろう．

（2012年 9月 10日受付）
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